
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロッド部材（４３）を内部に維持可能かつ外部に取出し可能に収納する案内スリーブ組
立体であって、
　その外周面に形成された開口（１９）を有するスリーブ部材（１０）と、
　前記スリーブ部材（１０）内に形成され、かつ前記ロッド部材（４３）が貫通するよう
に適合された、少なくとも２つの横方向に隔置された一対の側壁（１７，１８）により形
成される拡張部（１４）と、
　前記拡張部（１４）内に配置されるばね部材（２０）と、
　前記拡張部（１４）内に配置される解錠部材（５０）とを具備し、
　前記ばね部材（２０）は、ロッド部材（４３）の両側に係脱自在に係合する

一対の脚部（２６，２８）を有し、該 が
前記ロッド部材（４３）の両側に係合した時には前記ロッド部材（４３）を前記組立体内
に保持し、前記 が前記ロッド部材（４３）の両側から係合解除
された時には前記ロッド部材（４３）を前記組立体から取り除くことができ、
　前記解錠部材（５０）は、前記ばね部材（２０）が該解錠部材（５０）を前記拡張部（
１４）内の第１の位置に付勢するように、前記ばね部材（２０）と係合し、該第１の位置
では、前記スリーブ部材（１０）より外部の箇所からアクセスできるように、解錠部材（
５０）が前記スリーブ部材（１０）の前記開口内に配置され、
　前記解錠部材（５０）は、前記ばね部材（２０）の が、前記
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ロッド部材（４３）を前記組立体内に保持し得るように、前記ロッド部材（４３）の前記
両側に係合することを可能にしながら、前記解錠部材（５０）が前記拡張部（１４）内に
保持されるように、上記スリーブ部材（１０）の上記側壁（１７，１８）に係合し、
　かつ、前記解錠部材（５０）は、前記ばね部材（２０）の を
前記ロッド部材（４３）の両側から係合解除されることを誘起し、前記ロッド部材（４３
）を前記組立体から取り除くことができるようにするべく、前記スリーブ部材（１０）の
外部の箇所から前記解錠部材（５０）に 加
えられ、前記ばね部材（２０）の付勢力に対抗する力によって、前記拡張部（１４）内の
前記第１の位置から第２の位置へ移動可能である、ことを特徴とする案内スリーブ組立体
。
【請求項２】
　前記ロッド部材（４３）は、乗り物の座席の頭受けの部材を含むことを特徴とする請求
項１に記載の案内スリーブ組立体。
【請求項３】
　前記拡張部（１４）を形成し、かつ前記解錠部材（５０）に対設される前記スリーブ部
材（１０）の端壁部は、前記解錠部材（５０）に係合して、これを前記拡張部（１４）か
ら離脱せしめると共に前記解錠部材（５０）を前記拡張部（１４）から取り外し得るよう
にする工具を挿通可能ならしめる開口手段（３６，３７）を画成していることを特徴とす
る請求項１に記載の案内スリーブ組立体。
【請求項４】
　前記ばね部材（２０）は略Ｕ字形状をなし、前記一対のばね脚部（２６，２８）は、前
記ロッド部材（４３）の直径方向の対向両側に係脱自在に係合することを特徴とする請求
項１に記載の案内スリーブ組立体。
【請求項５】
　前記ロッド部材（４３）の直径方向の対向両側は、前記ばね部材（２０）のばね脚部（
２６，２８）が前記ロッド部材（４３）の前記両側に係合するとき、前記ばね脚部（２６
，２８）を内部に収納する切欠（４６，４８）を具備することを特徴とする請求項４に記
載の案内スリーブ組立体。
【請求項６】
　前記拡張部（１４）を形成する前記スリーブ部材（１０）の端壁部は、前記ばね部材（
２０）の横アーム部（２１）を支持し得るように前記解錠部材（５０）に対向して配置さ
れ、該横アーム部（２１）は前記ばね部材（２０）が前記スリーブ部材（１０）の前記端
壁部と前記解錠部材（５０）との間に配置されるように、前記ばね部材（２０）の一対の
脚部（２６，２８）を相互に連結することを特徴とする請求項４に記載の案内スリーブ組
立体。
【請求項７】
　前記解錠部材（５０）は、中央本体部（５６）と該中央本体部（５６）の両側に配置さ
れた一対の脚部（５２，５４）とを有する略Ｕ字形状をなすことを特徴とする請求項１に
記載の案内スリーブ組立体。
【請求項８】
　前記解錠部材（５０）の前記中央本体部（５６）は、前記ばね部材（２０）の前記ばね
脚部（２６，２８）が前記ロッド部材（４３）から外れるように前記解錠部材（５０）が
前記第２の位置に向かって移動するときに前記ばね部材（２０）の前記ばね脚部（２６，
２８）の端部に係合して、前記ばね部材（２０）の前記ばね脚部（２６，２８）を互いに
遠ざかる方向に付勢するカム手段（７０，７２）を有することを特徴とする請求項７に記
載の案内スリーブ組立体。
【請求項９】
　前記解錠部材（５０）の前記中央本体部（５６）は、その外方部に設けられかつ前記解
錠部材（５０）を前記第１の位置から前記第２の位置まで前記拡張部（１４）内へ移動し
得るように使用者の指を受けるための凹部（６６）を有することを特徴とする請求項７に
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記載の案内スリーブ組立体。
【請求項１０】
　前記拡張部（１４）を形成する前記スリーブ部材（１０）の横方向に隔てて配置された
側壁は、一対の肩部分を含み、
　前記解錠部材（５０）の一対の脚部（２６，２８）は、前記肩部分とスナップ係合し、
前記解錠部材（５０）を、前記ばね部材（２０）の付勢力に抗して、前記スリーブ部材（
１０）の拡張部（１４）内に制止的に保持する、鼻部（５８，６０）を有することを特徴
とする請求項７に記載の案内スリーブ組立体。
【請求項１１】
　前記拡張部（１４）を形成し、前記解錠部材（５０）に対設される前記スリーブ部材（
１０）の端壁部は、前記解錠部材（５０）の前記脚部（２６，２８）の前記鼻部（５８，
６０）を前記スリーブ部材（１０）の前記肩部から係合解除し、前記解錠部材（５０）を
前記スリーブ部材（１０）の前記拡張部（１４）から取り外すことができるように、工具
を前記拡張部（１４）内に挿入して、前記解錠部材（５０）の前記脚部（２６，２８）の
前記鼻部（５８，６０）と係合せしめるための開口（３６，３７）を具備することを特徴
とする請求項１０に記載の案内スリーブ組立体。
【請求項１２】
　乗り物の頭受け組立体内に用いられる案内スリーブ機構であって、
　ロッド部材（４３）からなる頭受け部分と、
　前記頭受け部分の前記ロッド部分を取り外し可能に受容しかつ外周面に形成された開口
（１９）を有するスリーブ部材（１０）と、
　前記スリーブ部材（１０）内に形成され、かつ前記ロッド部材（４３）が貫通するよう
に適合された、少なくとも２つの横方向に隔置された一対の側壁（１７，１８）により形
成される拡張部（１４）と、
　前記拡張部（１４）内に配置されるばね部材（２０）と、
　前記拡張部（１４）内に配置される解錠部材（５０）とを具備し、
　前記ばね部材（２０）は、ロッド部材（４３）の両側に係脱自在に係合する

一対の脚部（２６，２８）を有し、該 が
前記ロッド部材（４３）の両側に係合した時には前記ロッド部材（４３）を前記組立体内
に保持し、前記 が前記ロッド部材（４３）の両側から係合解除
された時には前記ロッド部材（４３）を前記組立体から取り除くことができ、
　前記解錠部材（５０）は、前記ばね部材（２０）が該解錠部材（５０）を前記拡張部（
１４）内の第１の位置に付勢するように、前記ばね部材（２０）と係合し、該第１の位置
では、前記スリーブ部材（１０）より外部の箇所からアクセスできるように、解錠部材（
５０）が前記スリーブ部材（１０）の前記開口内に配置され、
　前記解錠部材（５０）は、前記ばね部材（２０）の が、前記
ロッド部材（４３）を前記組立体内に保持し得るように、前記ロッド部材（４３）の前記
両側に係合することを可能にしながら、前記解錠部材（５０）が前記拡張部（１４）内に
保持されるように、上記スリーブ部材（１０）の上記側壁（１７，１８）に係合し、
　かつ、前記解錠部材（５０）は、前記ばね部材（２０）の を
前記ロッド部材（４３）の両側から係合解除されることを誘起し、前記ロッド部材（４３
）を前記組立体から取り除くことができるようにするべく、前記スリーブ部材（１０）の
外部の箇所から前記解錠部材（５０）に 加
えられ、前記ばね部材（２０）の付勢力に対抗する力によって、前記拡張部（１４）内の
前記第１の位置から第２の位置へ移動可能である、ことを特徴とする案内スリーブ機構。
【請求項１３】
　前記ばね部材（２０）は略Ｕ字形状をなし、前記一対のばね脚部（２６，２８）は、前
記ロッド部材（４３）の直径方向の対向両側に係脱自在に係合することを特徴とする請求
項１２に記載の案内スリーブ機構。
【請求項１４】
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　前記ロッド部材（４３）の直径方向の対向両側は、前記ばね部材（２０）のばね脚部（
２６，２８）が前記ロッド部材（４３）の前記両側に係合するとき、前記ばね脚部（２６
，２８）を内部に収納する切欠（４６，４８）を具備することを特徴とする請求項１３に
記載の案内スリーブ機構。
【請求項１５】
　前記拡張部（１４）を形成する前記スリーブ部材（１０）の端壁部は、前記ばね部材（
２０）の横アーム部（２１）を支持し得るように前記解錠部材（５０）に対向して配置さ
れ、該横アーム部（２１）は前記ばね部材（２０）が前記スリーブ部材（１０）の前記端
壁部と前記解錠部材（５０）との間に配置されるように、前記ばね部材（２０）の一対の
脚部（２６，２８）を相互に連結することを特徴とする請求項１３に記載の案内スリーブ
機構。
【請求項１６】
　前記解錠部材（５０）は、中央本体部（５６）と該中央本体部（５６）の両側に配置さ
れた一対の脚部（２６，２８）とを有する略Ｕ字形状をなすことを特徴とする請求項１２
に記載の案内スリーブ機構。
【請求項１７】
　前記解錠部材（５０）の前記中央本体部（５６）は、前記ばね部材（２０）の前記ばね
脚部（２６，２８）が前記ロッド部材（４３）から外れるように前記解錠部材（５０）が
前記第２の位置に向かって移動するときに前記ばね部材（２０）の前記ばね脚部（２６，
２８）の端部に係合して、前記ばね部材（２０）の前記ばね脚部（２６，２８）を互いに
遠ざかる方向に付勢するカム手段（７０，７２）を有することを特徴とする請求項１６に
記載の案内スリーブ機構。
【請求項１８】
　前記解錠部材（５０）の前記中央本体部（５６）は、その外方部に設けられかつ前記解
錠部材（５０）を前記第１の位置から前記第２の位置まで前記拡張部（１４）内へ移動し
得るように使用者の指を受けるための凹部（６６）を有することを特徴とする請求項１６
に記載の案内スリーブ機構。
【請求項１９】
　前記拡張部（１４）を画成する前記スリーブ部材（１０）の横方向に隔てて配置された
側壁は一対の肩部分を含み、
　前記解錠部材（５０）の一対の脚部（２６，２８）は、前記スリーブ部材（１０）の前
記側壁の前記肩部分とスナップ係合し、前記解錠部材（５０）を、前記ばね部材（２０）
の付勢力に抗して、前記スリーブ部材（１０）の拡張部（１４）内に制止的に保持する、
鼻部（５８，６０）を有することを特徴とする請求項１６に記載の案内スリーブ機構。
【請求項２０】
　前記拡張部（１４）を形成し、前記解錠部材（５０）に対設される前記スリーブ部材（
１０）の端壁部は、前記解錠部材（５０）の前記脚部（２６，２８）の前記鼻部（５８，
６０）を前記スリーブ部材（１０）の前記肩部から係合解除し、前記解錠部材（５０）を
前記スリーブ部材（１０）の前記拡張部（１４）から取り外すことができるように、工具
を前記拡張部（１４）内に挿入して、前記解錠部材（５０）の前記脚部（２６，２８）の
前記鼻部（５８，６０）と係合せしめるための開口（３６，３７）を具備することを特徴
とする請求項１９に記載の案内スリーブ機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、車両の座席の頭受け（ｈｅａｄｒｅｓｔ）用案内スリーブであって、案内スリ
ーブは、少くとも一つのスナップ嵌め式ストッパ（ｓｎａｐ－ｉｎ　ｓｔｏｐ）を備える
頭受けのロッドを摺動可能に受容し、スリーブの穴は上方端部に、ばね部材を受容するた
めの拡張部（ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）を備え、ばね部材の第１の部分が頭受けのロッドと協
働し、ばね部材の第２の部分が拡張部の壁によって支持され、平行に間隔を隔てられた二
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つの脚部を有する解錠部材が拡張部内に配置され、これらの脚部はスリーブ穴の側部に位
置し、脚部の端部がばね部材の第１部分と協働し、脚部は、脚部の縦方向の延長線に沿っ
て把持部（ｇｒｉｐ）からばね部材へ移動可能となっており、これによりばね部材の第１
部分がロッドとの係合を解除されるようになっている、車両の座席の頭受け用案内スリー
ブに関する。
【０００２】
【従来の技術】
プラスチック材料または金属材料からなるこのような案内スリーブは、座席の背もたれ（
バックレスト）内に上方から挿入される。案内スリーブは頭受けのロッドを摺動可能に収
容することができ、その結果頭受けの高さが調節されることができる。相応の摩擦係合に
より、又は係合離脱可能な錠止位置がとられることにより、頭受けは毎回所望の高さに調
節されることができる。規定によれば、安全上の理由から頭受けは、相応の荷重において
背もたれから外れてはならない。
【０００３】
ロッドが外れることを防止する安全錠を設けると共に単純で且つ有効な解錠制御を可能に
する案内スリーブが西独国特許ＤＥ３３，０１，０７３号から公知である。このことは、
スリーブの穴が上方端部に、細長いばね部材を受容する拡張部を備えることによって実現
される。ばね部材の長い前側部が頭受けのロッドと協働し、ばね部材の長い後側部が拡張
部の壁によって支持される。解錠部材がこの拡張部内に配置され、この解錠部材は、平行
に間隔を隔てた二つの脚部を具備する。これらの脚部の端部がばね部材の端部と協働し、
これらの脚部はスリーブ穴の側部に位置し、これらの脚部は、脚部の縦方向の延長線に沿
って把持部からばね部材へ移動可能となっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この公知の案内スリーブでは、切欠き状の当接部が荷重方向においてロッド上に配置され
ることが必要とされる。その結果ロッドは、このように切欠きを設けても規定の荷重に耐
えるように寸法を定められる必要がある。更に、ロッドが外れることを防止する安全な当
接部を確保するように切欠きは、十分な深さを有するように寸法を定められる必要がある
。最後に、この公知の案内スリーブに設けられているストッパばね（ｓｔｏｐ　ｓｐｒｉ
ｎｇ）は、比較的大きな製造コストをもたらす。
【０００５】
本発明の目的は、頭受けのロッドがより適切な寸法をとることを可能にし、かつ錠止ばね
がより単純な構造を有するような、車両の座席の頭受け用案内スリーブを提供することに
ある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明によれば、車両の座席の頭受け用案内スリーブであって
、案内スリーブは、少くとも一つのスナップ嵌め式ストッパを備える頭受けのロッドを摺
動可能に受容し、スリーブの穴は上方端部に、ばね部材を受容するための拡張部を備え、
ばね部材の第１の部分が頭受けのロッドと協働し、ばね部材の第２の部分が拡張部の壁に
よって支持され、平行に間隔を隔てられた二つの脚部を有する解錠部材が拡張部内に配置
され、これらの脚部はスリーブ穴の側部に位置し、脚部の端部がばね部材の第１部分と協
働し、脚部は、脚部の縦方向の延長線に沿って把持部からばね部材へ移動可能となってお
り、これによりばね部材の第１部分がロッドとの係合を解除されるようになっている、車
両の座席の頭受け用案内スリーブにおいて、ばね部材は横アームに連結された少くとも一
つのばね脚部を備え、ばね脚部はロッドと側方において係合し、横アームが拡張部の壁に
よって支持され、解錠部材は二つの脚部間に、ばね脚部の端部と協働するカム表面を備え
、把持部を拡張部内に移動させたときにばね脚部がロッドから離れる方向に曲げられるよ
うにしている。
【０００７】
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本発明によれば、横アームに連結された少くとも一つのばね脚部が頭受けのロッドと側方
において係合する。従って、側方切欠きが頭受けのロッド内に設けられることが必要であ
る。斯くして、結果的に生ずる断面の強度低下の方向は主荷重方向に垂直をなす。その結
果頭受けのロッドの寸法はより小さく形成されることができ、これにより材料の節約およ
び重量の低減がもたらされる。
【０００８】
本発明による案内スリーブはまた、より単純なばねの幾何形態を可能にし、これによりば
ねの製造および設置が単純化される。本発明の特に好ましい実施態様によれば、平行に間
隔を隔てられた二つのばね脚部が設けられ、これらのばね脚部はほぼ平行をなす脚部分を
備え、これらの脚部分が頭受けのロッドと係合し、これらの脚部分は互いに直径方向の反
対側に配置される。従って解錠部材もまた二つのカム表面を備え、把持部（ｇｒｉｐ）を
作動させたときにこれらのカム表面が上述のばね脚部を互いに離れる方向に曲げる。その
結果、自己心出しするように作用するばねにより、錠止作用（ｌｏｃｋ－ｉｎ）の信頼性
が向上せしめられる。更に、このようにして、種々の頭の傾斜に対する案内スリーブの統
一的な作動装置が提供される。また、車両内の頭受けを統一化するために、例えば二重切
欠きを有するロッドを設けることも可能である。これにより、前方座席用と後方座席用の
両方に一つの頭受けを使用することが可能になる。
【０００９】
本発明の一つの実施態様によれば、解錠部材がＵ字形状をなすと共に、横アームが休止位
置においてスリーブの外側輪郭に連続的に沿う（ｆｌｕｓｈ）ように位置する。解錠部材
は、例えばプラスチック材料から一体成形されることができる。この解錠部材は、上述の
拡張部内に設けられた開口部を通って拡張部内に挿入される。
【００１０】
本発明の別の実施態様によれば、解錠部材の脚部は外面にスナップ嵌め（ぱちんと嵌まる
（ｓｎａｐ－ｉｎ））用鼻部を備え、これらのスナップ嵌め用鼻部が拡張部のスナップ嵌
め用突出部と協働し、ばね部材の圧力により脚部の移動が外方に向かう方向に限定される
ようにする。斯くして、解錠部材を拡張部内に挿入する間に解錠部材の脚部が互いに向け
てわずかに曲げられ、その結果スナップ嵌め用鼻部がスナップ嵌め用突出部の背後にぱち
んと嵌まることが可能にされると共に、このようにして解錠部材の休止位置が規定される
。
【００１１】
本発明の更に別の実施態様によれば、解錠部材を良好に案内するために、解錠部材の脚部
が、拡張部の平行に間隔を隔てられた壁部分によって案内される。解錠部材上に手で圧力
を付与する間に力がばね部材上にほぼ均一に分散されるように案内部に注意が払われる。
その結果ばね脚部が折り上げられることが防止され、ばね脚部の幅が変化するようにする
。
【００１２】
本発明の更に別の実施態様によれば、解錠部材の脚部またはスナップ嵌め用鼻部をスナッ
プ嵌め用突出部との係合から解除するために、開口部が、拡張部および解錠部材の脚部の
高さ位置でかつ解錠部材の脚部に対向して設けられる。ねじ回しなどの物体が、これらの
開口部を通って挿入されて解錠部材の脚部を内方に押しやり、その結果解錠部材をスナッ
プ嵌め用突出部から解放するようにすることができる。
【００１３】
本発明の更に別の実施態様によれば、拡張部の壁は、側方の固定作用を得るためにばねア
ームのクランク状に曲げられた部分と係合する凹部を備える。ばねアームは、一方では拡
張部の後壁によって支持され、他方ではカム表面によって支持される。ばね脚部は側方に
おいてロッドと係合し、その結果ばねが安全に取り付けられる。
【００１４】
本発明の更に別の実施態様によれば、ばね脚部の自由端部が、より容易な作動を可能にす
るために外方に曲げられ、このように曲げられた端部部分は傾斜路状（ランプ状）のカム
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表面とほぼ同一の角度をなして延びている。
【００１５】
【実施例】
以下、添付図面を参照しながら本発明をより詳細に説明する。
その全体を参照符号１０によって表わされる案内スリーブが図１に示されている。この案
内スリーブ１０は、中空円筒状のスリーブ部分１１と、このスリーブ部分１１から半径方
向に突出する頭部１２とを具備する。図２からわかるように、頭部１２はほぼ円形をなす
外形を有する。頭部１２の領域内においてスリーブ部分１１の円筒状穴１３にはほぼ矩形
をなす拡張部（ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）１４が設けられる。この拡張部１４は位置１５にお
いて、円筒状穴１３の直径まで再び狭められる。凹部または拡張部１４は、その後部を後
壁１６によって画定されると共にその側部を側壁部１７，１８によって画定される。頭部
１２の全幅に亘って延びる開口部１９が後壁１６の反対側に設けられる。ばね部材２０が
拡張部１４内に配置される。このばね部材２０はほぼＵ字形状をなす。ばね部材２０はア
ーム２１を具備し、このアーム２１のクランク状に曲げられた中央部分２２は、後壁１６
の内面に形成された凹部２４と係合する。凹部２４の両側においてアーム部２１は後壁１
６によって完全に支持される。二つのばね脚部２６，２８が横アーム２１に連結される。
これらのばね脚部２６，２８は、横アーム２１から離れて互いに近づき合う方向に延びる
部分３０，３２を具備し、これらの部分３０，３２は平行な脚部分３８，４０へと移行す
る。これらの脚部分３８，４０の端部は、外方に湾曲した部分４２，４４を備える。案内
スリーブ１０内に挿入されるようになっている頭受けのロッド４３が、図２において断面
で示されている。このロッド４３は、互いに直径方向の反対側に配置された切欠き４６，
４８を具備し、これらの切欠き４６，４８は、ロッド４３がスリーブ１０から外れること
を防止する当接部として機能する。他の領域ではロッド４３は円形をなす。ロッド４３が
上方に移動されるや否や、二つの脚部分３８，４０が切欠き４６，４８内に錠止し、これ
ら二つの脚部分３８，４０により、ロッド４３が更に移動されることが防止される。この
目的のためにばね脚部２６，２８には、互いに向かう方向にプレテンションがかけられて
いる。
【００１６】
また、解錠部材５０が拡張部１４内に挿入される。この解錠部材５０は二つの平行な脚部
５２，５４を具備し、これらの脚部５２，５４の一端部が ５６によって互いに
連結される。拡張部１４に向けて延びる前方領域内の脚部５２，５４のまっすぐな外側表
面は、脚部５２，５４が側壁１７，１８の対応する内壁部分によって案内されることがで
きるように寸法を定められる。脚部５２，５４は脚部５２，５４の端部部分内に、スナッ
プ嵌め（ぱちんと嵌まる（ｓｎａｐ－ｉｎ））用鼻部５８，６０を具備する。解錠部材５
０が拡張部１４内に完全に挿入されるや否や、これらのスナップ嵌め用鼻部５８，６０が
スナップ嵌め用肩部６２，６４の背後にスナップ嵌めされる。解錠部材５０の外側表面は
、頭部１２の円形をなす外形に適合されている。この解錠部材５０の外側表面は凹部６６
を具備し、解錠部材５０を一点鎖線で示されるように押し込むために指がこの凹部６６内
に挿入されることができる。
【００１７】
解錠部材５０の ５６は ５６の内側表面に二つの傾斜路状（ランプ状
）のカム表面７０，７２を具備し、これらのカム表面７０，７２はばね２０の湾曲した端
部部分４２，４４と係合する。このようにして解錠部材５０は図示される位置、即ちスナ
ップ嵌め用鼻部５８，６０がスナップ嵌め用肩部６２，６４にぴったりと嵌合した（ｃｌ
ｏｓｅ　ｆｉｔ）位置に保たれる。しかしながら、解錠部材５０が拡張部１４内に押し込
まれたときには、カム表面７０，７２によりばね脚部２６，２８が、図２に示されるよう
に互いに離れる方向に曲げられ、その結果ロッド４３が案内スリーブ１０から容易に取り
外されることが可能にされる。後壁１６には、脚部５２，５４の端部に対向して配置され
た二つの開口部３６，３７が設けられる。脚部５２，５４の端部は側方斜面を具備する。
その結果、開口部３６，３７を貫通して挿入され且つこれらの側方斜面と係合する物体に
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より、脚部５２，５４が互いに向かう方向に変形されて、スナップ嵌め用鼻部５８，６０
が、スナップ嵌め用肩部６２，６４との係合を解除されるようにすることができる。この
ようにして、解錠部材５０及びばね２０が拡張部１４から容易に取り外されることができ
る。横アーム２１の長さが、開口部１９の領域内における壁部分１７と壁部分１８間の距
離よりも短いということは云うまでもない。
【００１８】
最後に、図１には案内スリーブ１０自体のみが示されており、ばね２０は示されていない
ということに注意されたい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による案内スリーブの縦断面図である。
【図２】図１の II－ II線に沿ってみた案内スリーブの拡大断面図である。
【符号の説明】
１０…案内スリーブ
１１…スリーブ部分
１２…頭部
１３…円筒状穴（スリーブ穴）
１４…拡張部（凹部）
１６…後壁
１７，１８…側壁部
２０…ばね部材
２１…アーム（横アーム）
２６，２８…ばね脚部
３６，３７…開口部
４３…ロッド
４６，４８…切欠き
５０…解錠部材
５２，５４…脚部

10

20

(8) JP 3670332 B2 2005.7.13



【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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